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　長野県保険医協会では、2021 年度（令和 3 年度）に長野県内で実施された個別
指導、監査、施設基準調査等の実施状況について、関東信越厚生局（長野事務所）
に情報開示請求を行い、資料を入手した。その中から、医科（病院・診療所）、歯
科の個別指導及び施設基準調査の結果についてまとめた。表 4、5 の経年変化は協
会で過去に行った開示請求に基づき編集部で作成したもの。

2021 年度

個別指導の実施結果が開示

2021 年はコロナの影響で

高点数による指導は実施されず

　2021 年度は新規個別指導は通常通
り実施するが、高点数を理由とした個
別指導は行わないこと、病院に対する
個別指導は緊急を要する場合のみとさ
れる旨が 2021 年 1 月発出の厚労省事
務連絡で示されていた。そのため厚生
局長野事務所では例年通りの対象医療
機関の選定は行われたものの、個別指
導の実施は再指導等を目的とした診療
所に対する少数に限られた。

医科の新規１割が再指導
約半数に自主返還の求め

　医科の新規個別指導は、2020 年 4
月から 2021 年 2 月の間に新規指定
となった診療所 28 件のうち、26 件
に対して実施された。
　指導結果は、概ね妥当 2 件、経過
観察 21 件、再指導 3 件。再指導の評
価を受けた割合（以下、再指導率）は
11.5％だった。直近 5 年間の医科の
新規個別指導のみにおける再指導率
は、2016 年度から順に 4.0％→ 6.5％
→ 6.3％→ 0％→ 4.8％と低水準だっ
たが、実施件数が例年と大差ない中で

再指導率が上がった。
　自主返還については、指導結果「経
過観察」を含む 14 件に対して求めら
れ、同年度中に11件の返還（返還金額：
計 255,375 円）が完了した。
医科  再指導による個別指導は

4 件中３件が再度「再指導」
　通常の個別指導は、病院に対しては
新型コロナの影響により実施されなか
った。
　診療所は再指導を目的とする 4 件
のみに対して実施された。指導結果（表
２）は、経過観察１件、再指導 3 件
だったことから、３件は次年度に再度、
再指導となる見込み。なお、自主返還
は 4 件全てに対して求められ、同年
度中に 1 件の返還（返還金額：2,025
円）が完了した。

歯科の新規は 5 件中 4 件で自主返還
　歯科の新規個別指導は、2020 年 5
月から 2021 年 1 月までに新規指定
された医療機関 6 件のうち、5 件に対
して実施された。
　指導結果は、概ね妥当 1 件、経過
観察 3 件、再指導１件で、再指導率
は 20％だった。過去 5 年間の歯科
の新規個別指導のみにおける再指導
率 の 推 移（2016 年 か ら 順 に 6.3 ％

区分
情報提供 再指導 高点数 その他 計

選定 実施 選定 実施 選定 実施 選定 実施 選定 実施 実施率

医
科

病院 1 0 0 0 3 0 1 0 5 0 0％

診療所 0 0 5 4 25 0 0 0 30 4 13.3％

医科計 1 0 5 4 28 0 1 0 35 4 11.4％

歯　科 1 2 6 5 21 0 1 0 29 7 24.1％

指導に伴う患者調査は、機関等、患者等ともに実施なし。

表１.2021 年度個別指導（新規以外）の選定件数と実施件数

区分 実施
件数

指導結果（割合）
概ね妥当 経過観察 再指導 要監査

新規個別指導 26 件 2 件
（7.7％）

21 件
（80.8％）

3 件
（11.5％） 0 件

個別指導 4 件 0 件 1 件
（25％）

3 件
（75％） 0 件

表２.【医科】個別指導・新規個別指導結果（診療所のみ。病院は実施無。）

区分 実施
件数

指導結果（割合）
概ね妥当 経過観察 再指導 要監査

新規個別指導 5 件 1 件
（20％）

3 件
（60％）

1 件
（20％） 0 件

個別指導 7 件 0 件 4 件
（57.1％）

3 件
（42.9％） 0 件

表３.【歯科】個別指導・新規個別指導結果

表４. 医科の個別指導（新規含む）の指導結果の経年変化

年度 件数
指導結果

中断 再指導率
（％）概ね

妥当
経過
観察

再指
導

要監
査

2016 年度 66 16 45 5 0 7.6％
2017 年度 67 13 46 8 0 11.9％
2018 年度 79 17 53 9 0 （1） 11.4％
2019 年度 52 10 37 5 0 （1） 9.6%
2020 年度 41 2 35 4 0 0 9.8%
2021 年度 30 2 22 6 0 0 20％

※件数は当該年度に結果が確定した数であり中断を除く。中断件数の（　）は年度内に再開され終了した件数

年度 件数
指導結果

中断 再指導率
（％）概ね

妥当
経過
観察

再指
導

要監
査

2016 年度 70 8 52 9 1 12.9%
2017 年度 48 7 36 5 0 1 10.4%
2018 年度 49 1 42 6 0 12.2%
2019 年度 48 7 32 9 0 1 18.8%
2020 年度 37 3 29 5 0 1 13.5%
2021 年度 12 1 7 4 0 0 33.3％

表５. 歯科の個別指導（新規含む）の指導結果の経年変化

医科 → 12.5％→ 5.6％→ 9.0％→ 6.3％）
と比較すると高いが、例年は実施件数
が平均 18.6 件だった。
　自主返還は「概ね妥当」の 1 件を
除 く 4 件 に 対 し て 求 め ら れ、 同 年
度中に全４件の返還（返還金額：計
9,728 円）が完了した。
歯科の個別指導は半数が再指導、

7 件中 6 件で自主返還の求め
　歯科の通常の個別指導は、情報提供
による 2 件と再指導による 5 件の計
7 件に対して実施された。情報提供に
よる個別指導とは、支払基金等の審査
支払機関、保険者、患者等から診療内
容又は診療報酬の請求に関する情報提
供があり、個別指導が必要と認められ
た場合に行われるもの等を指す。
　指導結果（表３）は、経過観察 4
件、再指導 3 件だった。再指導率は
42.9％。自主返還は「経過観察」の 1
件を除く 6 件に対して求められ、同
年度中に 3 件の返還（返還金額：計
148,751 円）が完了した。

　通常、高点数として集団的個別指導
が実施された医療機関のうち、翌年度
も引き続き高点数であった医療機関

は、翌々年度に高点数を理由とする個
別指導の選定対象とされる。しかしコ
ロナ禍においては厚労省事務連絡によ
り以下が示されている。
① 2022 年度は高点数を理由とする個

別指導（2020 年度に集団的個別指
導を受け、2021 年度もなお高点数
の医療機関を選定対象とするもの）
は実施しない。

② 2023 年度は高点数を理由とする個
別指導（2021 年度に集団的個別指
導を受け、2022 年度もなお高点数
の医療機関を選定対象とするもの）
は実施しない。

③ 2024 年度の高点数を理由とする個
別指導（2022 年度に集団的個別指
導を受け、2023 年度もなお高点数
の医療機関を選定対象とするもの）
については、原則として選定対象と
するが、実施にあたっては 2023 年
度の状況を見極めた上で実施の可否
を判断する。

　適時調査は、2019 年度までは病院
を対象として実地で行われていたが、
2020 年度においてはコロナの影響に
より中止された。
　2021 年度においては実地での調査
は原則中止し病院による自己点検（書
面による報告）により実施とみなすこ
とが厚労省より示されていたが、長野
県では２件に対し実地調査が行われた
ことが判明した。うち 1 件で自主返
還が求められ、同年度中に 4,930 円
の返還が完了した。
　なお、2022 年度以降に実施される
適時調査で返還事案が発生した場合の
遡及は、原則として自己点検を行った
令和３年 7 月以降が対象とされている。

歯科

適時調査
今後の高点数による個別指導の

実施予定について

―個別指導の指導結果の種類―
・概ね妥当…当該指導は終了となる。
・経過観察…レセプトによる経過観察

が概ね半年～ 1 年間行われ、改善が
見られた場合は当該指導を終了、改
善が見られない場合は再度、個別指
導の選定対象となる。

・再指導…概ね 1 年以内に再度、個別
指導が実施される。

・要監査…不正や著しい不当が疑われ
る場合や、度重なる個別指導で改善
が見られない場合などは、監査が実
施される。

―自主返還とは―
　個別指導の結果、診療内容又は診療報
酬請求に関して不当な事項が確認され
た場合、自主点検を行ったうえで該当箇
所の診療報酬を返還するように求めら
れる。

【自主返還の対象となるレセプトの範囲】
・新規個別指導の場合：指導に用いられ

たレセプトのみ
・新規以外の個別指導の場合：指導月前

1 年分の全患者のレセプト




